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厚生労働省委託事業

労働条件
相談ほっとライン

平日夜間・土日に無料でご相談をお受けしています。

※法令整備点検の実施等により相談受付を一時停止することがあります。

0120-811-610
はい！ ろうどう

12 月29日～1月3日は除く

月～金 ：午後5時～午後10 時
土・日 ：午前10 時～午後5時

相談
時間

労働条件で
お悩みの方!
お電話ください

有休が
とれない

残業手当の
計算方法が
わからない

労働条件の
通知って
必要なの？

残業が
きつい！

労働者の方も
事業主の方も事業主の方も

労働者の方も



平日夜間・土日に無料でご相談をお受けしています。

※法令整備点検の実施等により相談受付を
一時停止することがあります。

0120-811-610
はい！ ろうどう

12月29日～1月3日は除く月～金 ：午後5時～午後10 時
土・日 ：午前10 時～午後5時

相談
時間

厚生労働省委託事業

労働条件相談ほっとライン

労働条件に関する問題解決の第一歩!
平日夜間・土日に無料でご相談をお受けしています

労働条件に
関する様々な

をお電話で
ご相談ください疑問 悩み

労働者
の方

事業主
の方

有給休暇を使いたいけど……？
アルバイトでも残業代は払ってもらえるの？
労働条件について書面でもらうことはできないの？
忙しくて休憩時間が取れません！

就業規則はどうやって作ればいいの？
正しく残業代の計算ができているかな？
パートの有休ってどうすればいいの？
労働条件通知書に書かなければいけない項目って？


